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(57)【要約】
【課題】鮮明な生体組織の画像を生成できるようにする
。
【解決手段】画像生成装置１は、各撮像点ＱＣについて
、標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２における標準撮像画像Ｐ
Ｃ１及び別撮像画像ＰＣ２をそれぞれ繋ぎ合わせること
により、標準画像Ｐ１と別撮像画像ＰＣ２とを生成する
。また画像生成装置１は、標準画像Ｐ１を基に、包埋材
１０３に気泡ＢＢが含まれているか否かを判定し、当該
気泡ＢＢが含まれていた部分について、標準画像Ｐ１を
別画像Ｐ２に置き換えて生体組織画像ＰＲを生成する。
これにより画像生成装置１は、ほぼ全体が鮮明な生体組
織画像ＰＲを生成することができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スライスされた生体組織がスライドガラスの置載面上に搭載され当該生体組織が包埋材
及びカバーガラスにより被覆されてなる病理スライドガラスから得られる光を、所定の撮
像レンズにより集光し画像を生成する撮像部と、
　上記撮像レンズの光軸方向に関し、上記病理スライドガラスに対する上記撮像レンズの
焦点の相対位置を変化させる焦点移動部と、
　上記相対位置のうち、上記光軸上における上記包埋材中に気泡が含まれないときに上記
撮像レンズの焦点を上記生体組織に合わせる標準位置と、当該標準位置よりも上記光軸上
における上記包埋材中に気泡が含まれるときに上記レンズの焦点を上記生体組織に合わせ
る位置に近接した別位置とを、それぞれ取得する焦点位置取得部と、
　上記焦点移動部により上記撮像レンズの焦点の相対位置を上記標準位置及び上記別位置
にそれぞれ設定したときの標準画像及び別画像を上記撮像部によりそれぞれ生成させる撮
像制御部と、
　上記病理スライドガラスにおける上記気泡の存在箇所を表す気泡情報を取得する気泡情
報取得部と、
　上記気泡情報を基に、上記標準画像における上記気泡以外の部分と上記別画像における
上記気泡に相当する部分とを合成した生体組織画像を生成する画像生成部と
　を有する画像生成装置。
【請求項２】
　上記標準画像又は上記別画像の少なくとも一方において、上記包埋材と上記気泡との境
界線により形成される閉じた領域の内部を上記気泡の存在箇所として検出し上記気泡情報
を生成する気泡情報生成部
　をさらに有し、
　上記気泡情報取得部は、
　上記気泡箇所検出部から上記気泡情報を取得する
　請求項１に記載の画像生成装置。
【請求項３】
　上記気泡情報生成部は、
　上記閉じた領域を形成する上記境界線の線幅が所定の範囲内である場合に、当該境界線
の内部を上記気泡の存在箇所として検出する
　請求項２に記載の画像生成装置。
【請求項４】
　上記気泡情報生成部は、
　上記閉じた領域内における周波数成分と当該閉じた領域外の周波数成分との比較結果を
基に当該閉じた領域内を上記気泡の存在箇所として検出する
　請求項２に記載の画像生成装置。
【請求項５】
　上記焦点位置取得部は、
　上記相対位置のうち、上記光軸上における上記包埋材中に気泡が含まれるときに上記レ
ンズの焦点を上記生体組織に合わせる位置を、上記別位置として取得する
　請求項１に記載の画像生成装置。
【請求項６】
　上記焦点位置取得部は、
　所定の光ビームを集光する対物レンズと、
　上記光ビームが上記病理スライドガラスにより反射されてなる反射光ビームを第１反射
光ビーム及び第２反射光ビームに分離する分離部と、
　上記第１反射光ビームを受光し第１受光信号を生成する第１受光部と、
　上記第２反射光ビームに含まれる乱反射成分を除去する乱反射成分除去部と、
　上記乱反射成分除去部を通過した上記第２反射光ビームを受光し第２受光信号を生成す
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る第２受光部と、
　上記病理スライドガラスに対する上記対物レンズの焦点の相対位置を変化させたときの
上記第１受光信号及び上記第２受光信号を基に、上記撮像レンズの焦点が上記生体組織に
合うときの上記撮像レンズの位置を検出する合焦位置検出部と
　を有する請求項１に記載の画像生成装置。
【請求項７】
　上記合焦位置検出部は、
　上記第１受光信号に対する上記第２受光信号の比率が所定閾値以下となったときに、上
記対物レンズの焦点が上記生体組織に合っていると判別する
　請求項６に記載の画像生成装置。
【請求項８】
　上記乱反射成分除去部は、
　上記第２反射光ビームを集光する集光レンズと、
　上記集光レンズにより集光された上記第２反射光ビームの焦点近傍以外の部分を遮断す
るピンホール板と
　を有する請求項６に記載の画像生成装置。
【請求項９】
　スライスされた生体組織がスライドガラスの置載面上に搭載され当該生体組織が包埋材
及びカバーガラスにより被覆されてなる病理スライドガラスと撮像レンズとの相対位置と
して、上記撮像レンズの光軸上における上記包埋材中に気泡が含まれないときに上記撮像
レンズの焦点を上記生体組織に合わせる標準位置を取得する標準位置取得ステップと、
　上記相対位置として、上記標準位置よりも上記光軸上における上記包埋材中に気泡が含
まれるときに上記レンズの焦点を上記生体組織に合わせる位置に近接した別位置を取得す
る別位置取得ステップと、
　上記撮像レンズの光軸方向に関し、上記病理スライドガラスに対する上記撮像レンズの
焦点の相対位置を上記標準位置及び上記別位置にそれぞれ移動させる移動ステップと、
　上記相対位置を上記標準位置及び上記別位置にそれぞれ移動させたときの、上記生体組
織から得られる光を上記撮像レンズにより集光し標準画像及び別画像をそれぞれ生成する
画像生成ステップと、
　上記病理スライドガラスにおける上記気泡の存在箇所を表す気泡情報を取得する気泡情
報取得ステップと、
　上記気泡情報を基に、上記標準画像における上記気泡以外の部分と上記別画像における
上記気泡に相当する部分とを合成した生体組織画像を生成する画像生成ステップと
　を有する画像生成方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像生成装置及び画像生成方法に関し、例えば生体組織を撮像して生体組織画
像を生成する画像生成装置に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生体組織を基に病理診断を行う場合には、生体組織をスライドガラス上に固定し
た病理スライドガラスを作成し、医師が顕微鏡等を用いて当該病理スライドガラスを観察
していた。
【０００３】
　近年では、利便性等の観点から、スライドガラス上の生体組織を予め撮像する画像生成
装置を用いて当該生体組織の画像を生成しておき、当該画像を表示して医師に病理診断を
させる手法も提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
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　かかる画像生成装置では、一般に、ディジタルカメラと同様の撮像原理により画像デー
タを生成する。また画像生成装置では、撮像素子の画素数やレンズの画角等の制約により
、複数の撮像点を設定して撮像範囲を少しずつ移動しながら生体組織の一部を順次撮像し
、撮像した画像をつなぎ合わせるといった手法が用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２９２９９９公報（第１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで病理スライドガラスは、ガラスプレート上に薄くスライスした生体組織が載せ
られ、所定の包埋材が塗布された上でカバーガラスが被されるようになされている。この
とき病理スライドガラスは、包埋材中に気泡が含まれてしまうことがある。
【０００７】
　包埋材中に気泡が含まれる場合、気泡と包埋材との屈折率の違いにより、気泡が存在す
る位置と存在しない位置とで焦点位置が異なることになる。このため画像生成装置は、病
理スライドガラスを撮像した場合、気泡がある箇所については、焦点が合わずにぼやけた
画像となる等、生体組織の画像を正しく得ることができないという問題があった。
【０００８】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、鮮明な生体組織の画像を生成し得る画像
生成装置及び画像生成方法を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる課題を解決するため本発明の画像生成装置においては、スライスされた生体組織
がスライドガラスの置載面上に搭載され当該生体組織が包埋材及びカバーガラスにより被
覆されてなる病理スライドガラスから得られる光を、所定の撮像レンズにより集光し画像
を生成する撮像部と、撮像レンズの光軸方向に関し、病理スライドガラスに対する撮像レ
ンズの焦点の相対位置を変化させる焦点移動部と、相対位置のうち、光軸上における包埋
材中に気泡が含まれないときに撮像レンズの焦点を生体組織に合わせる標準位置と、当該
標準位置よりも光軸上における包埋材中に気泡が含まれるときにレンズの焦点を生体組織
に合わせる位置に近接した別位置とを、それぞれ取得する焦点位置取得部と、焦点移動部
により撮像レンズの焦点の相対位置を標準位置及び別位置にそれぞれ設定したときの標準
画像及び別画像を撮像部によりそれぞれ生成させる撮像制御部と、病理スライドガラスに
おける気泡の存在箇所を表す気泡情報を取得する気泡情報取得部と、気泡情報を基に、標
準画像における気泡以外の部分と別画像における気泡に相当する部分とを合成した生体組
織画像を生成する画像生成部とを設けるようにした。
【００１０】
　これにより本発明の画像生成装置は、標準画像における気泡が有る部分を特定した上で
、より鮮明な別画像に置き換えて生体組織画像を生成することができる。
【００１１】
　また本発明の画像生成方法においては、スライスされた生体組織がスライドガラスの置
載面上に搭載され当該生体組織が包埋材及びカバーガラスにより被覆されてなる病理スラ
イドガラスと撮像レンズとの相対位置として、撮像レンズの光軸上における包埋材中に気
泡が含まれないときに撮像レンズの焦点を生体組織に合わせる標準位置を取得する標準位
置取得ステップと、相対位置として、標準位置よりも光軸上における包埋材中に気泡が含
まれるときにレンズの焦点を生体組織に合わせる位置に近接した別位置を取得する別位置
取得ステップと、撮像レンズの光軸方向に関し、病理スライドガラスに対する撮像レンズ
の焦点の相対位置を標準位置及び別位置にそれぞれ移動させる移動ステップと、相対位置
を標準位置及び別位置にそれぞれ移動させたときの、生体組織から得られる光を撮像レン
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ズにより集光し標準画像及び別画像をそれぞれ生成する画像生成ステップと、病理スライ
ドガラスにおける気泡の存在箇所を表す気泡情報を取得する気泡情報取得ステップと、気
泡情報を基に、標準画像における気泡以外の部分と別画像における気泡に相当する部分と
を合成した生体組織画像を生成する画像生成ステップとを設けるようにした。
【００１２】
　これにより本発明の画像生成方法では、標準画像における気泡が有る部分を特定した上
で、より鮮明な別画像に置き換えて生体組織画像を生成することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、標準画像における気泡が有る部分を、より鮮明な別画像に置き換えて
生体組織画像を生成することができる。かくして本発明は、鮮明な生体組織の画像を生成
し得る画像生成装置及び画像生成方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】病理スライドガラスの構成を示す略線図である。
【図２】病理スライドガラスの構成を示す略線図である。
【図３】病理スライドガラスの構成を示す略線図である。
【図４】画像生成装置の構成を示す略線図である。
【図５】測定点及び撮像点の設定の説明に供する略線図である。
【図６】画像の合成の説明に供する略線図である。
【図７】画像生成処理手順を示すフローチャートである。
【図８】画像生成システムの構成を示す略線図である。
【図９】焦点情報生成装置の構成を示す略線図である。
【図１０】第１受光器の構成を示す略線図である。
【図１１】対物レンズをＺ方向へ移動させたときの信号波形を示す略線図である。
【図１２】対物レンズをＺ方向へ移動させたときの信号波形を示す略線図である。
【図１３】焦点位置検出処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】気泡情報により表される測定点ごとの気泡の有無を示す略線図である。
【図１５】第２の実施の形態による画像生成処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について、図面を用いて説
明する。なお、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態（合焦位置が一定の例）
　２．第２の実施の形態（合焦位置が一定でない例）
　３．他の実施の形態
【００１６】
＜１．第１の実施の形態＞
［１－１．病理スライドガラスの構成］
　本発明にかかる撮像装置について説明する前に、撮像対象となる生体組織を保持する病
理スライドガラス１００の構成について、図１（Ａ）～（Ｃ）に示す断面図を用いその作
成過程に沿って説明する。
【００１７】
　実際上病理スライドガラス１００は、まず略薄板状のガラス材料でなるスライドガラス
１０１の置載面１０１Ａ上に、薄くスライスされた生体組織１０２が広げられた状態でほ
ぼ中央に置かれる（図１（Ａ））。
【００１８】
　スライドガラス１０１は、図における横方向の長さが約７５［ｍｍ］、奥行き方向の長
さが約２５［ｍｍ］となっており、厚さ（すなわち図における上下方向の長さ）が約２［
ｍｍ］となっている。
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【００１９】
　生体組織１０２は、図における横方向及び奥行き方向の長さがいずれも約１５［ｍｍ］
であり、厚さが約３～５［μｍ］程度となっている。また生体組織１０２は、所定の染色
処理がなされており、光の屈折率が約１．３～１．５となることが知られている。以下で
は、生体組織１０２の上面を撮像面１０２Ａと呼ぶ。
【００２０】
　続いて病理スライドガラス１００は、スライドガラス１０１の置載面１０１Ａにおいて
、生体組織１０２を覆うように包埋材１０３が塗布され（図１（Ｂ））、さらに生体組織
１０２を上方から覆うようにカバーガラス１０４が被される（図１（Ｃ））。
【００２１】
　その後包埋材１０３は、固まることにより、スライドガラス１０１に対し生体組織１０
２及びカバーガラス１０４を固定する。かくして病理スライドガラス１００が完成する。
【００２２】
　カバーガラス１０４は、図における横方向の長さが約４０［ｍｍ］、奥行き方向の長さ
が約２４［ｍｍ］となっており、厚さが約０．１２～０．１７［ｍｍ］となっている。
【００２３】
　包埋材１０３は、カバーガラス１０４が被された状態における厚さが約１０［μｍ］程
度となっている。また包埋材１０３及びカバーガラス１０４における光の屈折率は、いず
れも約１．５となるようになされている。
【００２４】
　因みに第１の実施の形態では、カバーガラス１０４の上面１０４Ａから生体組織１０２
までの距離（以下これをカバー距離ＤＣと呼ぶ）が一定であると仮定する。
【００２５】
　ところで病理スライドガラス１００は、理想的には、図１（Ｃ）の一部を拡大した図２
（Ａ）に示すように、生体組織１０２とカバーガラス１０４との間が包埋材１０３により
満たされた状態となる。
【００２６】
　この病理スライドガラス１００は、図２（Ａ）と対応する図２（Ｂ）に上面図を示すよ
うに、カバーガラス１０４及び包埋材１０３（いずれも図示せず）を介して、生体組織１
０２を観察し得る状態となっている。
【００２７】
　しかしながら実際の病理スライドガラス１００は、図２（Ａ）と対応する図３（Ａ）に
断面図を示すように、包埋材１０３中に気泡ＢＢが入ってしまう場合がある。
【００２８】
　このとき病理スライドガラス１００は、気泡ＢＢが入っている部分において、生体組織
１０２とカバーガラス１０４との間を、包埋材１０３に代わる空気等の気体が占めている
。
【００２９】
　ここで、包埋材１０３の屈折率は約１．５であり、気泡ＢＢの屈折率は約１である。こ
のため、包埋材１０３と気泡ＢＢとの境界面では、光が屈折されると考えられる。この結
果、病理スライドガラス１００を上面から見た場合、図２（Ｂ）と対応する図３（Ｂ）に
示すように、気泡ＢＢが存在する箇所は当該気泡ＢＢが存在しない箇所と見え方が相違す
ることになる。
【００３０】
　また、カバーガラス１０４の上面１０４Ａから生体組織１０２までの光路を想定した場
合、気泡ＢＢが有る場合と無い場合とでは、それぞれの光学的な長さ（いわゆる光路長）
が相違する。
【００３１】
　このときの光路長差は、包埋材１０３の厚さが約１０［μｍ］であり、当該包埋材１０
３と気泡ＢＢとの屈折率差が約０．５で有るため、両者を乗じた約５［μｍ］となる。
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【００３２】
　このように病理スライドガラス１００は、スライドガラス１０１の置載面１０１Ａ上に
おいて、生体組織１０２が包埋材１０３を介してカバーガラス１０４により覆われた構成
となっている。また包埋材１０３には、気泡ＢＢが含まれる可能性がある。
【００３３】
［１－２．画像生成装置の構成］
　次に、病理スライドガラス１００を撮像して画像を生成する画像生成装置１について説
明する。画像生成装置１は、図４に示すように、統括制御部２により全体を統括制御する
ようになされている。
【００３４】
　統括制御部２は、図示しないＣＰＵ(Central Processing Unit)と、各種プログラム等
が格納されるＲＯＭ(Read Only Memory)と、当該ＣＰＵのワークメモリとして用いられる
ＲＡＭ(Random Access Memory)とによって構成されている。
【００３５】
　撮像装置３は、生体組織１０２に焦点を合わせて撮像するものの、撮像素子の制約等に
より、１回の撮像処理により撮像可能な範囲が当該生体組織１０２の全撮像範囲１０２Ａ
Ｒ（図２（Ｂ））よりも狭い。
【００３６】
　このため画像生成装置１では、図５に示すように、病理スライドガラス１００上で互い
にほぼ等間隔となる複数の撮像点ＱＣが設定されている。この撮像点ＱＣは、画像生成装
置１における１回の撮像範囲ＡＣの大きさを基に、互いに隣接する撮像範囲ＡＣ同士を僅
かに重ねるように定められている。
【００３７】
　これに応じてＸＹステージ２０は、病理スライドガラス１００を所定の可動ステージ２
０Ａに固定した状態で、当該可動ステージ２０Ａを図の左右方向（以下Ｘ方向と呼ぶ）及
び手前又は奥へ向かう方向（以下Ｙ方向と呼ぶ）へ移動し得るようになされている。
【００３８】
　実際上統括制御部２は、撮像点ＱＣの位置に応じた撮像点位置情報を有しており、これ
を駆動制御部３へ供給する。駆動制御部３は、撮像点位置情報を基に位置制御信号を生成
してＸＹステージ２０へ供給することにより、病理スライドガラス１００が固定された可
動ステージ２０ＡをＸ方向及びＹ方向へ移動させる。
【００３９】
　撮像レンズ５は、統括制御部２及び駆動制御部３の制御の下で、アクチュエータ６によ
り撮像光の光軸に沿った方向（以下これをＺ方向と呼ぶ）に移動され、これに伴い撮像レ
ンズ５の焦点ＦＣをＺ方向に移動し得るようになされている。
【００４０】
　また画像生成装置１は、図示しない光源から病理スライドガラス１００に対し光を照射
する。撮像レンズ５は、このとき病理スライドガラス１００により反射された光又は当該
病理スライドガラスを透過した光（以下これを撮像光ＬＣと呼ぶ）を集光し、撮像部８へ
導くようになされている。このとき撮像光ＬＣは、焦点ＦＣにおける像を表すことになる
。
【００４１】
　撮像部８は、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semicondactor）等の撮像素子を
有しており、当該撮像素子により撮像光ＬＣに基づいた撮像画像ＰＣを生成し、これを画
像処理部１０へ供給するようになされている。このとき撮像画像ＰＣは、撮像点ＱＣを中
心とした撮像範囲ＡＣの画像を表している。
【００４２】
　画像処理部１０は、画像データに対し種々の処理を施し得るようになされており、画像
を記憶する記憶部１１、画像の合成処理を行う合成処理部１２及び気泡ＢＢの箇所を判別
する気泡箇所判別部１３により構成されている。
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【００４３】
　記憶部１１は、撮像画像ＰＣ等の画像を記憶するようになされている。合成処理部１２
は、複数の画像における指定された範囲同士を繋ぎ合わせて１枚の画像に合成する合成処
理を行い得るようになされている。気泡箇所判別部１３は、画像データにおける気泡ＢＢ
の箇所を判別するようになされている（詳しくは後述する）
【００４４】
　画像処理部１０は、合成処理部１２により複数の撮像画像ＰＣを基に合成処理を行うこ
とにより、生体組織画像ＰＲを生成し、これを図示しない外部機器へ出力する。
【００４５】
　このように画像生成装置１は、撮像部８により撮像した撮像画像ＰＣを基に生体組織画
像ＰＲを生成するようになされている。
【００４６】
［１－３．生体組織画像の生成］
　ところで病理スライドガラス１００の包埋材１０３には、上述したように気泡ＢＢが含
まれる場合がある（図３（Ａ）及び（Ｂ））。このとき病理スライドガラス１００では、
上述したように、当該気泡ＢＢが無い場合と対比して、カバーガラス１０４の上面１０４
Ａから生体組織１０２までの光路長が約５［μｍ］相違する。
【００４７】
　このことは、画像生成装置１において、焦点ＦＣを生体組織１０２に合わせる最適な撮
像レンズ５の位置（以下これを合焦位置と呼ぶ）が、包埋材１０３内に気泡ＢＢが有る場
合と無い場合とで、約５［μｍ］相違することを意味している。
【００４８】
　また第１の実施の形態では、上述したように、カバー距離ＤＣが一定であると仮定して
いる。このため画像生成装置１は、いずれか１カ所の撮像点ＱＣにおいて撮像レンズ５の
焦点ＦＣを生体組織１０２に合わせておけば、すべての撮像点ＱＣにおいて焦点ＦＣを生
体組織１０２に合わせることが可能となる。
【００４９】
　そこで画像生成装置１は、事前の測定作業等により、包埋材１０３内に気泡ＢＢが無い
場合の合焦位置（以下これを標準位置Ｚ１と呼ぶ）と、当該気泡ＢＢが有る場合の合焦位
置（以下これを別位置Ｚ２と呼ぶ）とを予め設定し、所定の記憶部に記憶している。
【００５０】
　ところで画像生成装置１は、撮像画像ＰＣを生成する前の段階では、気泡ＢＢの有無や
形成されている箇所について知ることができない。
【００５１】
　そこで画像生成装置１は、各撮像点ＱＣについて、撮像レンズ５を標準位置Ｚ１に移動
させて標準撮像画像ＰＣ１を生成すると共に、当該撮像レンズ５を別位置Ｚ２に移動させ
て別撮像画像ＰＣ２も生成するようになされている。
【００５２】
　具体的に画像生成装置１は、駆動制御部３を介してＸＹステージ４における可動ステー
ジ４Ａの位置を制御することにより、撮像レンズ５の光軸上に各撮像点ＱＣを順次位置さ
せながら、標準撮像画像ＰＣ１及び別撮像画像ＰＣ２を順次生成する。
【００５３】
　このとき画像処理部１０は、各撮像点ＱＣの位置を表す位置情報と対応づけて、標準撮
像画像ＰＣ１及び別撮像画像ＰＣ２をそれぞれ記憶部１１に記憶させる。
【００５４】
　画像処理部１０は、全ての撮像点ＱＣについて標準撮像画像ＰＣ１及び別撮像画像ＰＣ
２を取得すると、合成処理部１２により、全ての標準撮像画像ＰＣ１を繋ぎ合わせる結合
処理を行い、図６（Ａ）に示す標準画像Ｐ１を生成する。
【００５５】
　このとき標準画像Ｐ１は、気泡ＢＢが無い部分については、撮像レンズ５の焦点ＦＣが
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生体組織１０２に合うため鮮明になるものの、気泡ＢＢが有る部分については、当該焦点
ＦＣが生体組織１０２に合わないためぼやけた状態となる。
【００５６】
　また画像処理部１０は、合成処理部１２により、全ての別撮像画像ＰＣ２を繋ぎ合わせ
る結合処理を行い、図６（Ｂ）に示す別画像Ｐ２を生成する。
【００５７】
　このとき別画像Ｐ２は、標準画像Ｐ１の場合と反対に、気泡ＢＢが有る部分については
、焦点ＦＣが生体組織１０２に合うため鮮明になるものの、気泡ＢＢが無い部分について
は、当該焦点ＦＣが生体組織１０２に合わないためぼやけた状態となる。
【００５８】
　次に画像処理部１０は、気泡箇所判別部１３により、標準画像Ｐ１を基に、包埋材１０
３に気泡ＢＢが含まれているか否かを判定すると共に、当該気泡ＢＢが存在する測定点Ｑ
Ｍを識別し、その位置を表す情報を気泡情報として統括制御部２へ供給する。
【００５９】
　一般に、標準画像Ｐ１において、気泡ＢＢが形成されていれば、その境界線は必ず閉じ
た領域を形成することになる。また包埋材１０３と気泡ＢＢとの境界線は、その太さがほ
ぼ一様となることが知られている。
【００６０】
　さらに包埋材１０３は、液状のときに気泡ＢＢとの境界面で表面張力が作用するため、
当該気泡ＢＢとの境界線における曲率が比較的大きくなる。また撮像レンズ５の焦点ＦＣ
が生体組織１０２に合っていない場合、一般に撮像画像ＤＣはぼやけた画像となる。この
ようにぼやけた画像は、鮮鋭度が低いため、周波数成分が低くなる傾向にある。
【００６１】
　そこで気泡箇所判別部１３は、標準画像Ｐ１において、閉じた領域ＡＢを形成する曲線
ＮＢに関し所定の条件が満たされる場合に、当該曲線ＮＢを境界線として、領域ＡＢに渡
って気泡ＢＢが存在すると判別するようになされている。
【００６２】
　この条件は、［条件１］閉じた領域ＡＢを形成する曲線ＮＢが存在し、［条件２］曲線
ＮＢの線幅が所定範囲内に収まり、［条件３］曲線ＮＢの曲率が所定値以下であり、［条
件４］領域ＡＢ内で画像の周波数成分が領域ＡＢ外と大きく相違すること、である。
【００６３】
　続いて画像処理部１０は、合成処理部１２により、標準画像Ｐ１における領域ＡＢの範
囲外の部分と別画像Ｐ２における領域ＡＢの範囲内の部分とを合成することにより、図６
（Ｃ）に示す生体組織画像ＰＲを生成する。
【００６４】
　この生体組織画像ＰＲは、標準画像Ｐ１において気泡ＢＢの存在により鮮明な画像が得
られなかった部分（すなわち領域ＡＢの範囲内）を、別画像Ｐ２において鮮明な画像が得
られている対応部分に置き換えて補完した画像となっている。
【００６５】
　具体的に画像生成装置１の統括制御部２は、図７に示すフローチャートに従い、標準撮
像画像ＰＣ１及び別撮像画像ＰＣ２を基に、生体組織画像ＰＲを生成するようになされて
いる。
【００６６】
　すなわち統括制御部２は、図示しない操作部や外部機器等から所定の画像生成命令を取
得すると、画像生成処理手順ＲＴ１を開始し、ステップＳＰ１へ移る。
【００６７】
　ステップＳＰ１において統括制御部２は、駆動制御部３を介してＸＹステージ２０の可
動ステージ２０Ａを適宜移動させながら、各撮像点ＱＣについて標準撮像画像ＰＣ１及び
別撮像画像ＰＣ２をそれぞれ生成し、次のステップＳＰ２へ移る。
【００６８】
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　ステップＳＰ２において統括制御部２は、画像処理部１０の合成処理部１２により複数
の標準撮像画像ＰＣ１を結合して１枚の標準画像Ｐ１を生成し、また複数の別撮像画像Ｐ
Ｃ２を結合して１枚の別画像Ｐ２を生成して、次のステップＳＰ３へ移る。
【００６９】
　ステップＳＰ３において統括制御部２は、画像処理部１０の気泡箇所判別部１３により
、標準画像Ｐ１に、曲線ＮＢにより閉じられた領域ＡＢが有るか否かを判定する。ここで
肯定結果が得られると、このことは［条件１］が満たされることを表しており、このとき
統括制御部２は次のステップＳＰ４へ移る。
【００７０】
　ステップＳＰ４において統括制御部２は、画像処理部１０の気泡箇所判別部１３により
、標準画像Ｐ１における曲線ＮＢの線幅が所定範囲内（例えば３画素以上７画素以下等）
であるか否かを判定する。ここで肯定結果が得られると、このことは［条件２］が満たさ
れることを表しており、このとき統括制御部２は次のステップＳＰ５へ移る。
【００７１】
　ステップＳＰ５において統括制御部２は、画像処理部１０の気泡箇所判別部１３により
、曲線ＮＢの曲率が所定値以下か否かを判定する。ここで肯定結果が得られると、このこ
とは［条件３］が満たされることを表しており、このとき統括制御部２は次のステップＳ
Ｐ６へ移る。
【００７２】
　ステップＳＰ６において統括制御部２は、画像処理部１０の気泡箇所判別部１３により
、領域ＡＢ内と領域ＡＢ外とで、標準画像Ｐ１の周波数成分が大きく相違するか否かを判
定する。ここで肯定結果が得られると、このことは［条件１］～［条件４］が全て満たさ
れることを表しており、このとき統括制御部２は次のステップＳＰ７へ移る。
【００７３】
　ステップＳＰ７において統括制御部２は、画像処理部１０の合成処理部１２により、標
準画像Ｐ１における領域ＡＢの範囲外の部分と別画像Ｐ２における領域ＡＢの範囲内の部
分とを合成することにより、生体組織画像ＰＲ（図６（Ｃ））を生成する。その後統括制
御部２は、ステップＳＰ９へ移って画像生成処理手順ＲＴ１を終了する。
【００７４】
　また、ステップＳＰ３～６において否定結果が得られた場合、上述した［条件１］～［
条件４］のうち１つ以上が満たされていないことを表している。このとき統括制御部２は
、標準画像Ｐ１に気泡ＢＢは存在しないものと判断し、次のステップＳＰ８へ移る。
【００７５】
　ステップＳＰ８において統括制御部２は、標準画像Ｐ１をそのまま生体組織画像ＰＲと
し、その後ステップＳＰ９へ移って画像生成処理手順ＲＴ１を終了する。
【００７６】
　このように画像処理部１０は、統括制御部２の制御に基づき、標準画像Ｐ１から気泡Ｂ
Ｂが形成されている領域ＡＢを判別し、当該領域ＡＢの画像を別画像Ｐ２と置き換えるこ
とにより、生体組織画像ＰＲを生成するようになされている。
【００７７】
［１－４．動作及び効果］
　以上の構成において、画像生成装置１は、各撮像点ＱＣについて、撮像レンズ５を標準
位置Ｚ１に移動させて標準撮像画像ＰＣ１を生成すると共に、当該撮像レンズ５を別位置
Ｚ２に移動させて別撮像画像ＰＣ２を生成し、画像処理部１０へ供給する。
【００７８】
　画像処理部１０は、合成処理部１２により全ての標準撮像画像ＰＣ１を繋ぎ合わせる結
合処理を行い、標準画像Ｐ１（図６（Ａ））を生成する。また画像処理部１０は、合成処
理部１２により全ての別撮像画像ＰＣ２を繋ぎ合わせる結合処理を行い、別画像Ｐ２（図
６（Ｂ））を生成する。
【００７９】
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　続いて画像処理部１０は、標準画像Ｐ１を基に、気泡箇所判別部１３により包埋材１０
３に気泡ＢＢが含まれているか否かを判定する。ここで画像処理部１０は、包埋材１０３
に気泡ＢＢが含まれていた場合、合成処理部１２により標準画像Ｐ１を別画像Ｐ２に置き
換えて生体組織画像ＰＲ（図６（Ｃ））を生成する。
【００８０】
　これにより画像生成装置１は、標準画像Ｐ１の一部が気泡ＢＢの存在により不鮮明であ
ったとしても、ほぼ全体が鮮明な生体組織画像ＰＲを生成することができる。
【００８１】
　ここで病理スライドガラス１００では、包埋材１０３の厚さが約１０［μｍ］の場合、
包埋材１０３の表面張力等の作用により、気泡ＢＢがあるときの合焦位置が、当該気泡Ｂ
Ｂがないときの合焦位置に対し一様に約５［μｍ］相違する（図３（Ａ））。
【００８２】
　このため、標準位置Ｚ１で撮像した標準画像ＰＣ１において気泡ＢＢの影響により不鮮
明であった部分については、当該標準位置Ｚ１から約５［μｍ］離れた別位置Ｚ２で撮像
した別画像ＰＣ２において鮮明に表れる。
【００８３】
　画像生成装置１は、この関係を利用して、標準画像ＰＣ１において気泡ＢＢの箇所を特
定し、当該気泡ＢＢの部分のみを別画像ＰＣ２に置き換えるだけで、気泡ＢＢの有無や位
置に拘わらずほぼ全体が鮮明な生体組織画像ＰＲを得ることができる。
【００８４】
　このとき画像生成装置１は、標準画像ＰＣ１及び別画像ＰＣ２といった２種類の画像を
合成するだけで良い。このため画像生成装置１は、各撮像点ＱＣにおいて２枚の撮像画像
を生成するのみで良く、撮像レンズ５のＺ方向への移動等、撮像処理に要する時間を必要
最小限に抑えることができる。
【００８５】
　また画像生成装置１は、標準画像ＰＣ１から気泡ＢＢの有無及びその位置を判別するこ
とができるので、当該気泡ＢＢの有無及びその位置を判別するための光学部品等を別途設
ける必要がなく、装置全体を簡易に構成することができる。
【００８６】
　このとき画像処理部１０の気泡箇所判定部１３は、［条件１］～［条件４］を組み合わ
せることにより、気泡ＢＢを精度良く判別することができるので、当該気泡ＢＢの誤判別
により生体組織画像ＰＲを却って不鮮明にしてしまう危険性が極めて低い。
【００８７】
　この結果、画像生成装置１により生成された生体組織画像ＰＲを用いることにより、診
断等において気泡ＢＢの存在により生体組織１０２を正しく観察できない、といった問題
を未然に防止することができる。これにより、病理スライドガラス１００を撮像し直して
生体組織画像ＰＲを生成し直し、あるいは他の病理スライドガラス１００を用いて別途生
体組織画像ＰＲを新たに生成する、といった手間の発生を抑えることができる。
【００８８】
　さらに画像合成部１２は、生体組織画像ＰＲに曲線ＮＢを敢えて残したままとしている
。これにより生体組織画像ＰＲは、例えば当該曲線ＮＢを消去した場合にその消去痕の画
像が不自然となり診断等に悪影響を与えてしまう恐れが無い。また生体組織画像ＰＲは、
気泡ＢＢに相当する部分の画像を合成したことを積極的に通知することができ、当該合成
が行われたことを認識させた上で診断等を行わせることができる。
【００８９】
　以上の構成によれば、画像生成装置１は、各撮像点ＱＣについて、標準位置Ｚ１及び別
位置Ｚ２における標準撮像画像ＰＣ１及び別撮像画像ＰＣ２をそれぞれ繋ぎ合わせること
により、標準画像Ｐ１と別撮像画像ＰＣ２とを生成する。また画像生成装置１は、標準画
像Ｐ１を基に、包埋材１０３に気泡ＢＢが含まれているか否かを判定し、当該気泡ＢＢが
含まれていた部分について、標準画像Ｐ１を別画像Ｐ２に置き換えて生体組織画像ＰＲを
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生成する。これにより画像生成装置１は、ほぼ全体が鮮明な生体組織画像ＰＲを生成する
ことができる。
【００９０】
＜２．第２の実施の形態＞
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態と同様、病理スライドガラス１００を撮像対
象とするため、当該病理スライドガラス１００の構成については説明を省略する（図１～
図３）。
【００９１】
　ただし第２の実施の形態では、カバー距離ＤＣが一定ではなく、部分ごとに相違すると
仮定する。
【００９２】
　そこで第２の実施の形態では、図８に示すように、第１の実施の形態と同様の画像生成
装置１と、焦点位置検出装置２１とにより構成される画像生成システム２０により、生体
組織画像ＰＲを生成するようになされている。
【００９３】
　焦点位置検出装置２１は、病理スライドガラス１００において所定間隔ごとに設定され
た測定点ＱＭ（図５）について、標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２をそれぞれ検出するように
なされている。
【００９４】
　因みに病理スライドガラス１００では、例えば撮像範囲ＡＣが約１［ｍｍ］四方とされ
、これに応じて撮像点ＱＣも約１［ｍｍ］間隔で配置され、また測定点ＱＭが約２５０［
μｍ］間隔で配置されるようになされている。
【００９５】
　焦点位置検出装置２１は、標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２を表す情報と測定点ＱＭを表す
情報とを対応付けて焦点情報ＩＦとし、これを画像生成装置１へ供給するようになされて
いる。
【００９６】
　これに応じて画像生成装置１は、焦点情報ＩＦを基に撮像レンズ５の位置を制御しなが
ら標準撮像画像ＰＣ１及び別撮像画像ＰＣ２を順次撮像し、最終的に生体組織画像ＰＲを
生成するようになされている。
【００９７】
［２－１．焦点位置検出装置の構成］
　焦点情報生成装置２１は、図９に示すように、統括制御部２２により全体を統括制御す
るようになされている。
【００９８】
　統括制御部２２は、図示しないＣＰＵと、各種プログラム等が格納されるＲＯＭと、当
該ＣＰＵのワークメモリとして用いられるＲＡＭとによって構成されている。
【００９９】
　焦点情報ＩＦを生成する場合、統括制御部２２は、レーザダイオード等でなる光源３１
から所定波長の発散光でなる光ビームＬＭを出射させ、これをコリメータレンズ３２によ
り平行光に変換させて偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）３３へ入射させる。
【０１００】
　偏光ビームスプリッタ３３は、光の偏光方向に応じて透過率が相違する反射透過面３３
Ｓにおいて、Ｐ偏光の光ビームをほぼ全て透過すると共に、Ｓ偏光の光ビームをほぼ全て
反射するようになされている。
【０１０１】
　実際上偏光ビームスプリッタ３３は、反射透過面３３Ｓにより光ビームＬＭをほぼ全て
透過させ、１／４波長板３４へ入射させる。
【０１０２】
　１／４波長板３４は、光を直線偏光と円偏光との間で相互変換し得るようになされてお
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り、例えばＰ偏光でなる光ビームＬＭを左円偏光に変換し、対物レンズ３５へ入射させる
。
【０１０３】
　対物レンズ３５は、画像生成装置１の撮像レンズ５と同様の光学的特性を有しており、
光ビームＬＭを集光して病理スライドガラス１００へ照射する。また対物レンズ３５は、
統括制御部２２及び駆動制御部２３の制御の下で、アクチュエータ３６により光ビームＬ
Ｍの光軸に沿った方向（以下これをＺ方向と呼ぶ）に移動され、これに伴い光ビームＬＭ
の焦点ＦＭをＺ方向に移動し得るようになされている。因みに対物レンズ３５のＺ方向に
関する位置は、撮像レンズ５のＺ方向に関する位置と対応するようになされている。
【０１０４】
　ＸＹステージ３０は、画像生成装置１のＸＹステージ４と同様に構成されている。すな
わちＸＹステージ３０は、病理スライドガラス１００を所定の可動ステージ３０Ａに固定
した状態で、当該可動ステージを図の左右方向（以下Ｘ方向と呼ぶ）及び手前又は奥へ向
かう方向（以下Ｙ方向と呼ぶ）へ移動し得るようになされている。
【０１０５】
　実際上統括制御部２２は、測定点ＱＭの位置に応じた測定点位置情報を有しており、こ
れを駆動制御部２３へ供給する。これに応じて駆動制御部２３は、測定点位置情報を基に
位置制御信号を生成してＸＹステージ３０へ供給することにより、病理スライドガラス１
００が固定された可動ステージ３０ＡをＸ方向及びＹ方向へ移動させる。
【０１０６】
　この結果ＸＹステージ３０は、光ビームＬＭの光軸（図中一点鎖線で示す）を、病理ス
ライドガラス１００における測定点ＱＭに合わせることができる。
【０１０７】
　光ビームＬＭは、病理スライドガラス１００において反射され、反射光ビームＬｒとな
る。このとき反射光ビームＬｒは、円偏光における回転方向が反転されるため、右円偏光
となる。反射光ビームＬｒは、光ビームＬＭと反対方向へ進行し、対物レンズ３５により
平行光に変換され、１／４波長板３４へ入射される。
【０１０８】
　１／４波長板３４は、右円偏光でなる反射光ビームＬｒをＳ偏光（すなわち直線偏光）
に変換し、偏光ビームスプリッタ３３へ入射させる。
【０１０９】
　偏光ビームスプリッタ３３は、反射透過面３３ＳにおいてＳ偏光でなる反射光ビームＬ
ｒをほぼ全て反射し、ビームスプリッタ（ＢＳ）４１へ入射させる。
【０１１０】
　ビームスプリッタ４１は、反射透過面３１Ｓにより光ビームを約半分の割合で透過する
と共に残りの約半分を反射するようになされている。実際上ビームスプリッタ４１は、反
射光ビームＬｒを約半分の割合で透過することにより第１反射光ビームＬｒ１とし、これ
をマルチレンズ４２へ入射させる。
【０１１１】
　マルチレンズ４２は、第１反射光ビームＬｒ１を集光すると共に非点収差を持たせ、第
１受光器４３へ照射する。
【０１１２】
　第１受光器４３は、図１０に示すように、格子状に配置された４つの受光領域４３Ａ、
４３Ｂ、４３Ｃ及び４３Ｄを有しており、その中心点３３Ｑに第１反射光ビームＬｒ１の
光軸が位置するよう取付位置等が調整されている。
【０１１３】
　第１受光器４３は、各受光領域４３Ａ、４３Ｂ、４３Ｃ及び４３Ｄにより第１反射光ビ
ームＬｒ１の一部をそれぞれ受光し、その受光量に応じた第１受光信号Ｓ１Ａ、Ｓ１Ｂ、
Ｓ１Ｃ及びＳ１Ｄをそれぞれ生成して信号処理部２４へ供給するようになされている。
【０１１４】
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　またビームスプリッタ４１は、反射光ビームＬｒを約半分の割合で反射することにより
第２反射光ビームＬｒ２とし、これを乱反射成分除去部４４へ入射させる。
【０１１５】
　乱反射成分除去部４４は、集光レンズ４５、ピンホール板４６及びコリメータレンズ４
７により構成されている。
【０１１６】
　集光レンズ４５は、第２反射光ビームＬｒ２を集光し、ピンホール板４６へ照射する。
ピンホール板４６は、第２反射光ビームＬｒ２の焦点近傍に、当該第２反射光ビームＬｒ
２の光軸を中心とした微小な通過孔４６Ｈが設けられている。
【０１１７】
　第２反射光ビームＬｒ２は、集光レンズ４５により集光され、ピンホール板４６の通過
孔４６Ｈを通過した後、発散光となりコリメータレンズ４７へ入射される。このとき第２
反射光ビームＬｒ２のうち集光レンズ４５により集光された焦点近傍以外の部分は、ピン
ホール板４６により遮断されることになる。
【０１１８】
　コリメータレンズ４７は、第２反射光ビームＬｒ２を平行光に変換し、集光レンズ４８
へ入射させる。集光レンズ４８は、第２反射光ビームＬｒ２を集光し、第２受光器４９へ
入射させる。
【０１１９】
　第２受光器４９は、第２反射光ビームＬｒ２の光量に応じた受光信号Ｓ２を生成し、こ
れを信号処理部２４へ供給するようになされている。
【０１２０】
　信号処理部２４は、後述する焦点情報生成処理を行うことにより、測定点ＱＭにおける
焦点情報ＩＦを生成するようになされている。
【０１２１】
　このように焦点情報生成装置２１では、光ビームＬＭの光軸を測定点ＱＭに合わせて病
理スライドガラス１００に照射し、このとき生じる反射光ビームＬｒを第１反射光ビーム
Ｌｒ１及び第２反射光ビームＬｒ２に分離する。その後焦点情報生成装置２１は、第１反
射光ビームＬｒ１については非点収差を持たせて受光し、第２反射光ビームＬｒ２につい
てはピンホール板４６の通過孔４６Ｈを通過させた上で受光するようになされている。
【０１２２】
［２－２．焦点情報の生成］
　次に、各測定点ＱＭについての焦点情報ＩＦの生成について説明する。
【０１２３】
［２－２－１．気泡が含まれていない場合］
　統括制御部２２は、第１受光器４３及び第２受光器４９によりそれぞれ第１受光信号Ｓ
１Ａ～Ｓ１Ｄ及びＳ２を生成させながら、アクチュエータ３６により対物レンズ３５を病
理スライドガラス１００の遠方から近づけるようにＺ方向へ一定速度で移動させていく。
【０１２４】
　このとき信号処理部２４は、第１受光器４３により生成された第１受光信号Ｓ１Ａ～Ｓ
１Ｄを基に、次に示す（１）式に従い和信号ＳＳを生成し、これを統括制御部２２へ供給
する。この和信号ＳＳは、第１反射光ビームＬｒ１の全光量を表している。
【０１２５】
【数１】

【０１２６】
　ここで、図２（Ａ）及び（Ｂ）に示したように、包埋材１０３に気泡ＢＢが含まれてい
ない場合を想定する。このとき和信号ＳＳは、図１１（Ａ）に示すように、対物レンズ３
５のＺ方向に関する位置に応じて値が変動する。
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【０１２７】
　ここでアクチュエータ３６は、一定速度で対物レンズ３５を移動させている。このため
図１１における横軸は、時間軸を表すと共に、Ｚ方向における対物レンズ３５の相対的な
位置、すなわちＺ方向における焦点ＦＭの相対的な位置をも表している。
【０１２８】
　図１１（Ａ）から分かるように、和信号ＳＳは、位置Ｚ１１を中心に比較的大きな信号
レベルのピーク波形を形成しており、また位置Ｚ１３を中心に中程度の信号レベルでなる
ピーク波形を形成している。
【０１２９】
　この和信号ＳＳにおけるピークは、光ビームＬＭが比較的高い反射率で反射されている
こと、すなわち当該光ビームＬＭの焦点ＦＭが、互いに屈折率が相違する２種類の物質同
士の境界面に位置していることを表している。
【０１３０】
　病理スライドガラス１００において、カバーガラス１０４の屈折率（約１．５）は、上
面１０４Ａにおいて、周囲に存在する空気の屈折率（約１）と大きく相違している。この
ことから、和信号ＳＳにおける位置Ｚ１１を中心としたピークは、このとき光ビームＬＭ
の焦点ＦＭがカバーガラス１０４の上面１０４Ａに位置していることを表している。
【０１３１】
　また位置Ｚ１３を中心としたピークは、光ビームＬＭが比較的低い反射率で反射されて
いることを表している。すなわちこのピークは、このとき光ビームＬＭの焦点ＦＭが、光
の透過率が比較的低くその一部を反射させるような物質内、すなわち生体組織１０２内に
位置していることを表している。
【０１３２】
　因みにカバーガラス１０４と包埋材１０３との屈折率は、いずれも約１．５でほぼ同等
となっている。このため光ビームＬＭは、カバーガラス１０４と包埋材１０３との境界面
では殆ど反射されない。
【０１３３】
　このように和信号ＳＳでは、対物レンズ３５が位置Ｚ１１にあり光ビームＬＭの焦点Ｆ
Ｍがカバーガラス１０４の上面１０４Ａに位置するときに大きなピークが表れる。また和
信号ＳＳでは、対物レンズ３５が位置Ｚ１３にあり焦点ＦＭが生体組織１０２内にあると
きに中程度のピークが表れる。
【０１３４】
　また信号処理部２４は、第１受光器４３において対角状に配置された受光領域による受
光信号同士をそれぞれ加算した値同士の対角差分値として、次に示す（２）式により差信
号ＳＤを生成し、これを統括制御部２２へ供給する。
【０１３５】
【数２】

【０１３６】
　差信号ＳＤは、（２）式において、光ディスク装置における非点収差法に基づいたフォ
ーカスエラー信号と同様の算出原理により算出されている。
【０１３７】
　この差信号ＳＤは、図１１（Ａ）と対応する図１１（Ｂ）に示すように、和信号ＳＳと
同様、対物レンズ３５のＺ方向に関する位置に応じて値が変動する。
【０１３８】
　図１１（Ｂ）から分かるように、差信号ＳＤは、位置Ｚ１１を中心に比較的大きな信号
レベルでなる正及び負のピークが連続して表れる、いわゆるＳ字曲線を形成している。
【０１３９】
　差信号ＳＤのＳ字曲線は、位置Ｚ１１を挟むように負のピーク及び正のピークが表れて
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おり、当該位置Ｚ１１において値「０」となっている。これは、対物レンズ３５が位置Ｚ
１１にあるとき、光ビームＬＭの焦点ＦＭがカバーガラス１０４の上面１０４Ａに位置し
ていることを表している。
【０１４０】
　また差信号ＳＤは、位置Ｚ１３近傍における値が変動している。これは、光ビームＬＭ
が比較的低い反射率でランダムに反射されていることを表している。このとき光ビームＬ
Ｍの焦点ＦＭは、光の透過率が比較的低くその一部を反射させるような物質内、すなわち
生体組織１０２内に位置していると考えられる。
【０１４１】
　ところで、焦点情報生成装置２１において、光ビームＬＭがカバーガラス１０４の上面
１０４Ａや下面１０４Ｂのように一様な面により反射された場合、当該光ビームＬＭはほ
ぼ一様に反射される。このため反射光ビームＬｒは、乱反射成分が殆ど含まれない。
【０１４２】
　また焦点情報生成装置２１では、ビームスプリッタ４１において、反射光ビームＬｒの
光量をほぼ２等分するように第１反射光ビームＬｒ１及び第２反射光ビームＬｒ２に分離
している。このため、ビームスプリッタ４１から出射された直後の第１反射光ビームＬｒ
１及び第２反射光ビームＬｒ２の光量は、ほぼ等しい。
【０１４３】
　第２反射光ビームＬｒ２は、集光レンズ４５により集光された際、乱反射成分が殆ど含
まれないことから、そのほぼ全ての成分が焦点に集光される。このため当該第２反射光ビ
ームＬｒ２は、ピンホール板４６の通過孔４６Ｈにより殆ど遮断されることなく通過する
。
【０１４４】
　この結果、第２受光器４９に到達する第２反射光ビームＬｒ２の光量は、第１受光器４
３に到達する第１反射光ビームＬｒ１の光量とほぼ等しくなる。
【０１４５】
　一方、生体組織１０２は、当該生体組織１０２に含まれる細胞等の構造が一様でないた
め、光ビームＬＭの一部を乱反射することになる。
【０１４６】
　従って、生体組織１０２により反射された反射光ビームＬｒには、乱反射成分が含まれ
る。ビームスプリッタ４１は、この乱反射成分含んだ反射光ビームＬｒを第１反射光ビー
ムＬｒ１及び第２反射光ビームＬｒ２に分離する。すなわち第１反射光ビームＬｒ１及び
第２反射光ビームＬｒ２にも乱反射成分が含まれる。
【０１４７】
　第１受光器４３は、乱反射成分が含まれる第１反射光ビームＬｒ１を途中で減衰若しく
は遮断されることなく受光する。
【０１４８】
　一方、第２反射光ビームＬｒ２に含まれる乱反射成分は、集光レンズ４５により集光さ
れた際に、ある程度は集光されるものの、その焦点近傍にはかならずしも集光されない。
このため第２反射光ビームＬｒ２は、乱反射成分除去部４４のピンホール板４６により乱
反射成分が遮断される。
【０１４９】
　この結果、第２受光器４９に到達する第２反射光ビームＬｒ２は、乱反射成分が除去さ
れたものとなる。これに伴い第２受光器４９に到達する第２反射光ビームＬｒ２の光量は
、第１受光器４３に到達する第１反射光ビームＬｒ１の光量よりも少なくなる。
【０１５０】
　このため、包埋材１０３に気泡ＢＢが含まれていない病理スライドガラス１００に近づ
けるよう対物レンズ３５をＺ方向へ移動させた場合、第２受光器４９により生成される第
２受光信号Ｓ２は、図１１（Ｃ）のような信号波形となる。
【０１５１】
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　この図１１（Ｃ）において、第２信号Ｓ２は、位置Ｚ１１を中心に図１１（Ａ）と同程
度の信号レベルでなるピーク波形を形成しているものの、位置Ｚ１３を中心に、図１１（
Ａ）よりも低い信号レベルでなる小規模なピーク波形を形成する。
【０１５２】
　すなわち対物レンズ３５が位置Ｚ１１にあるとき、光ビームＬＭの焦点ＦＭがカバーガ
ラス１０４の上面１０４Ａに位置しており、反射光ビームＬｒには乱反射成分が殆ど含ま
れない。このため第２信号Ｓ２は、和信号ＳＳとほぼ同等の信号レベルとなっている。
【０１５３】
　一方対物レンズ３５が位置Ｚ１３にあるとき、光ビームＬＭの焦点ＦＭが生体組織１０
２内に位置しており、反射光ビームＬｒには乱反射成分がある程度含まれる。このため第
２信号Ｓ２は、和信号ＳＳよりも低い信号レベルとなっている。
【０１５４】
　ここで、次に示す（３）式のように、第２信号Ｓ２を和信号ＳＳで除算した値は、反射
光ビームＬｒにおける乱反射以外の成分（以下これを一様反射成分と呼ぶ）の比率を表す
ことになる。以下この比率を一様反射率ＲＥと呼ぶ。
【０１５５】
【数３】

【０１５６】
　この一様反射率ＲＥは、図１１（Ｄ）に示すように、光ビームＬＭが一様な境界面で反
射された場合には比較的高い値となり、光ビームＬＭの一部が乱反射された場合、すなわ
ち光ビームＬＭの焦点ＦＭが生体組織１０２内にあるときに比較的低い値となる。
【０１５７】
　そこで信号処理部２４は、この（３）式に従い一様反射率ＲＥを算出し、統括制御部２
２へ供給する。
【０１５８】
　統括制御部２２は、和信号ＳＳが所定の閾値ＴＨ２（図１１（Ａ））よりも大きく、且
つ一様反射率ＲＥが所定の閾値ＴＨ３（図１１（Ｄ））よりも小さいときに、光ビームＬ
Ｍの焦点ＦＭが生体組織１０２内に合っていると判断するようになされている。因みに閾
値ＴＨ２及びＴＨ３は、実験結果等を基にそれぞれ適宜定められた値である。
【０１５９】
　統括制御部２２は、このときの対物レンズ３５の位置Ｚ１３を、包埋材１０３に気泡Ｂ
Ｂが含まれていないときに撮像レンズ５の焦点ＦＣを生体組織１０２に合わせ得る標準位
置Ｚ１とする。
【０１６０】
［２－２－２．気泡が含まれる場合の各信号の波形］
　一方、包埋材１０３に気泡ＢＢが含まれていた場合（図３（Ａ）及び（Ｂ））、和信号
ＳＳ及び差信号ＳＤの波形は、図１１（Ａ）及び（Ｂ）とそれぞれ対応する図１２（Ａ）
及び（Ｂ）に示すように、気泡ＢＢが含まれていない場合とは異なる形状となる。
【０１６１】
　また第２信号Ｓ２及び一様反射率ＲＥの波形も、図１１（Ｃ）及び（Ｄ）とそれぞれ対
応する図１２（Ｃ）及び（Ｄ）に示すように、気泡ＢＢが含まれていない場合とは異なる
形状となる。
【０１６２】
　図１２（Ａ）における和信号ＳＳは、位置Ｚ１１と対応する位置Ｚ２１近傍において、
図１１（Ａ）の場合と同様の波形となっている。しかしながら和信号ＳＳは、図１１（Ａ
）と異なり、位置Ｚ２２近傍において位置Ｚ２１近傍と同様のピーク波形を形成している
。また和信号ＳＳは、位置Ｚ２３近傍において位置Ｚ２１近傍におけるピークよりもやや
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小さいピーク波形を形成し、さらに一部の信号レベルが変動している。
【０１６３】
　位置Ｚ２２の近傍に形成されたピークは、カバーガラス１０４の下面１０４Ｂと気泡Ｂ
Ｂとの境界面に起因したものと考えられる（図３（Ａ））。また位置Ｚ２３の近傍に形成
されたピークは、気泡ＢＢと生体組織１０２との境界面に起因したものと考えられる。
【０１６４】
　すなわち包埋材１０３に気泡ＢＢが含まれていた場合、和信号ＳＳには、位置Ｚ２２及
びＺ２３において、当該気泡ＢＢが含まれていない場合には発生しないピークがそれぞれ
表れる。
【０１６５】
　また図１２（Ｂ）における差信号ＳＤの波形は、位置Ｚ２１近傍において図１１（Ｂ）
における位置Ｚ１１の近傍と同様の形状である。しかしながら差信号ＳＤの波形は、図１
１（Ｂ）と異なり、位置Ｚ２２近傍及び位置Ｚ２３近傍において、それぞれ位置Ｚ２１近
傍と同様のＳ字曲線を形成している。
【０１６６】
　すなわち包埋材１０３に気泡ＢＢが含まれていた場合、差信号ＳＤには、位置Ｚ２２及
びＺ２３において、当該気泡ＢＢが含まれていない場合には発生しないＳ字曲線がそれぞ
れ表れる。
【０１６７】
　さらに図１２（Ｃ）における第２信号Ｓ２の波形は、位置Ｚ２１、Ｚ２２及びＺ２３に
おいて和信号ＳＳとほぼ同形状となっているものの、位置Ｚ２３における変動部分の信号
レベルがやや低くなっている。
【０１６８】
　すなわち対物レンズ３５が位置Ｚ２１にあるとき、光ビームＬＭの焦点ＦＭがカバーガ
ラス１０４の上面１０４Ａに位置しており、反射光ビームＬｒには乱反射成分が殆ど含ま
れない。このため第２信号Ｓ２は、和信号ＳＳとほぼ同等の信号レベルとなっている。
【０１６９】
　一方対物レンズ３５が位置Ｚ２３近傍にあるとき、光ビームＬＭの焦点ＦＭが生体組織
１０２内に位置しており、反射光ビームＬｒには乱反射成分がある程度含まれる。この乱
反射成分は乱反射成分除去部４４により除去されるため、第２信号Ｓ２は、和信号ＳＳよ
りも低い信号レベルとなっている。これに応じて一様反射率ＲＥ（図１２（Ｄ））の波形
は、位置Ｚ２３の近傍において、位置Ｚ２１及びＺ２２における値よりも低くなるときが
ある。
【０１７０】
　そこで統括制御部２２は、まず差信号ＳＤ（図１２（Ｂ））が位置Ｚ２１以外の位置Ｚ
２２及びＺ２３においてＳ字曲線を形成する場合、気泡ＢＢが存在すると判定する。
【０１７１】
　続いて統括制御部２２は、和信号ＳＳが閾値ＴＨ２（図１２（Ａ））よりも大きく、且
つ一様反射率ＲＥが閾値ＴＨ３（図１２（Ｄ））よりも小さくなる位置を位置Ｚ２３とす
る。このとき統括制御部２２は、当該位置Ｚ２３を、包埋材１０３に気泡ＢＢが含まれて
いるときに撮像レンズ５の焦点ＦＣを生体組織１０２に合わせ得る別位置Ｚ２とする。
【０１７２】
［２－２－３．焦点位置検出処理手順］
　実際上統括制御部２２は、図１３に示すフローチャートに従って焦点位置検出処理を行
うようになされている。
【０１７３】
　すなわち統括制御部２２は、図示しない操作部からの操作指示等に基づいて焦点位置検
出処理手順ＲＴ２を開始し、ステップＳＰ１１へ移る。
【０１７４】
　ステップＳＰ１１において統括制御部２２は、駆動制御部２３を介してＸＹステージ３
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０の移動ステージを移動させ、光ビームＬＭの光軸を病理スライドガラス１００の測定点
ＱＭに合わせて、次のステップＳＰ１２へ移る。
【０１７５】
　ステップＳＰ１２において統括制御部２２は、駆動制御部２３を介してアクチュエータ
３６により対物レンズ３５をＺ方向に移動させながら、信号処理部２４により和信号ＳＳ
及び差信号ＳＤをそれぞれ算出させ、次のステップＳＰ１３へ移る。
【０１７６】
　ステップＳＰ１３において統括制御部２２は、最初に和信号ＳＳの値が閾値ＴＨ１より
も大きくなるとき又は差信号ＳＤがＳ字曲線を形成するときの対物レンズ３５の位置を位
置Ｚ１１とし、次のステップＳＰ１４へ移る。
【０１７７】
　このとき位置Ｚ１１は、位置Ｚ２１と同一の位置を表しており、光ビームＬＭの焦点Ｆ
Ｍがカバーガラス１０４の上面１０４Ａに合うような位置となる。
【０１７８】
　ステップＳＰ１４において統括制御部２２は、和信号ＳＳが閾値ＴＨ２以上となり、且
つ一様反射率ＲＥが閾値ＴＨ３未満となる位置Ｚを検出し、次のステップＳＰ１５へ移る
。
【０１７９】
　ステップＳＰ１５において統括制御部２２は、位置Ｚ１１以外で差信号ＳＤにＳ字曲線
が表れたか否か、すなわち正負双方のピークが表れたか否かを判定する。ここで否定結果
が得られると、このことは測定点ＱＭでは気泡ＢＢを検出できなかったことを表しており
、このとき統括制御部２２は次のステップＳＰ１６へ移る。
【０１８０】
　ステップＳＰ１６において統括制御部２２は、ステップＳＰ１４で検出した位置Ｚを標
準位置Ｚ１とし、測定点ＱＭを表す情報と標準位置Ｚ１を表す情報とが対応付けられた焦
点情報ＩＦを生成して、次のステップＳＰ１７へ移る。
【０１８１】
　ステップＳＰ１７において統括制御部２２は、測定点ＱＭに気泡ＢＢが無いと判定し、
測定点ＱＭを表す情報と気泡ＢＢが無い旨を表す情報とが対応付けられた気泡情報ＩＢを
生成して、次のステップＳＰ２０へ移って焦点位置検出処理手順ＲＴ２を終了する。
【０１８２】
　一方、ステップＳＰ１５において肯定結果が得られると、このことは測定点ＱＭで気泡
ＢＢを検出できたことを表しており、このとき統括制御部２２は次のステップＳＰ１８へ
移る。
【０１８３】
　ステップＳＰ１８において統括制御部２２は、ステップＳＰ１４で検出した位置Ｚを別
位置Ｚ２とし、測定点ＱＭを表す情報と別位置Ｚ２を表す情報とが対応付けられた焦点情
報ＩＦを生成して、次のステップＳＰ１９へ移る。
【０１８４】
　ステップＳＰ１９において統括制御部２２は、測定点ＱＭに気泡ＢＢが有ると判定し、
測定点ＱＭを表す情報と気泡ＢＢが有る旨を表す情報とが対応付けられた気泡情報ＩＢを
生成して、次のステップＳＰ２０へ移って焦点位置検出処理手順ＲＴ２を終了する。
【０１８５】
　統括制御部２２は、複数の測定点ＱＭについて焦点位置検出処理手順ＲＴ２を実行し、
各測定点ＱＭについて焦点情報ＩＦ及び気泡情報ＩＢを生成する。
【０１８６】
　この気泡情報ＩＢは、例えば図１４に示すように、病理スライドガラス１００において
気泡ＢＢがある箇所を特定し得る情報となる。因みに図１４では、気泡ＢＢがない測定点
ＱＭを黒い丸印で表し、気泡ＢＢがある測定点ＱＭを白い丸印で表している。
【０１８７】
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　このように統括制御部２２は、和信号ＳＳ及び差信号ＳＤを基に、各測定点ＱＭにおけ
る気泡ＢＢの有無を判定した上で、標準位置Ｚ１又は別位置Ｚ２を検出して焦点情報ＩＦ
を生成すると共に、気泡情報ＩＢを生成するようになされている。
【０１８８】
［２－３．生体組織画像の生成］
　上述したように画像生成システム２０では、焦点情報生成装置２１から供給される焦点
情報ＩＦ及び気泡情報ＩＢを基に、画像生成装置１により生体組織画像ＰＲを生成するよ
うになされている。
【０１８９】
　ただし第２の実施の形態では、画像生成装置１の統括制御部２により、各測定点ＱＭに
ついて検出された標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２を基に、各撮像点ＱＣについての標準位置
Ｚ１及び別位置Ｚ２をそれぞれ算出するようになされている。
【０１９０】
　因みに統括制御部２は、例えば撮像範囲ＡＣ（図５）の範囲内に含まれる全ての測定点
ＱＭについて検出された標準位置Ｚ１の平均値をとることにより、撮像点ＱＣの標準位置
Ｚ１を算出することができる。また統括制御部２は、撮像点ＱＣの別位置Ｚ２についても
同様に算出することができる。
【０１９１】
　また統括制御部２は、気泡情報ＩＢを基に、標準画像Ｐ１に気泡ＢＢが存在するか否か
を判定し、また当該気泡ＢＢのおおよその位置を特定した上で、当該標準画像Ｐ１におけ
る気泡ＢＢの詳細な位置を検出するようになされている。
【０１９２】
　具体的に画像生成装置１の統括制御部２は、図７と対応する図１５のフローチャートに
従い、標準撮像画像ＰＣ１及び別撮像画像ＰＣ２を基に、生体組織画像ＰＲを生成するよ
うになされている。
【０１９３】
　すなわち統括制御部２は、図示しない操作部や外部機器等から所定の画像生成命令を取
得すると、画像生成処理手順ＲＴ３を開始し、ステップＳＰ２１へ移る。
【０１９４】
　ステップＳＰ２１において統括制御部２は、焦点情報ＩＦとして取得した測定点ＱＭの
標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２を基に、各撮像点ＱＣの標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２をそれ
ぞれ算出し、次のステップＳＰ２２へ移る。
【０１９５】
　ステップＳＰ２２において統括制御部２２は、駆動制御部３を介してＸＹステージ２０
の可動ステージ２０Ａを適宜移動させながら、各撮像点ＱＣについて標準撮像画像ＰＣ１
及び別撮像画像ＰＣ２をそれぞれ生成し、次のステップＳＰ２３へ移る。
【０１９６】
　ステップＳＰ２３において統括制御部２は、画像処理部１０の合成処理部１２により複
数の標準撮像画像ＰＣ１を結合して１枚の標準画像Ｐ１を生成し、また複数の別撮像画像
ＰＣ２を結合して１枚の別画像Ｐ２を生成して、次のステップＳＰ２４へ移る。
【０１９７】
　ステップＳＰ２４において統括制御部２は、気泡情報ＩＢを基に、標準画像Ｐ１に気泡
ＢＢが含まれるか否かを判定する。ここで肯定結果が得られると、このことは標準画像Ｐ
１及び別画像Ｐ２を合成して生体組織画像ＰＲを生成する必要があることを表しており、
このとき統括制御部２は次のステップＳＰ２５へ移る。
【０１９８】
　ステップＳＰ２５において統括制御部２は、気泡情報ＩＢを用い、気泡ＢＢが存在する
測定点ＱＭの位置情報を基に、当該気泡ＢＢと包埋材１０３との境界線のおおよその位置
を認識し、次のステップＳＰ２６へ移る。
【０１９９】
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　因みに統括制御部２は、例えば互いに隣接する２つの測定点ＱＭにおいて、一方に気泡
ＢＢが有り他方に気泡ＢＢが無い場合、当該２つの測定点ＱＭの間に境界線が存在すると
認識することができる。
【０２００】
　ステップＳＰ２６において統括制御部２は、認識したおおよその位置を基に、標準画像
Ｐ１における詳細な境界線の位置を算出し、次のステップＳＰ２７へ移る。
【０２０１】
　ステップＳＰ２７において統括制御部２は、画像処理部１０の合成処理部１２により、
標準画像Ｐ１における境界線の外側の部分と別画像Ｐ２における境界線の内側の部分とを
合成することにより、生体組織画像ＰＲ（図６（Ｃ））を生成する。その後統括制御部２
は、ステップＳＰ２９へ移って画像生成処理手順ＲＴ３を終了する。
【０２０２】
　一方、ステップＳＰ２４において否定結果が得られると、このことは標準画像Ｐ１と別
画像Ｐ２とを合成する必要がないことを表している。このとき統括制御部２は、次のステ
ップＳＰ２８へ移る。
【０２０３】
　ステップＳＰ２８において統括制御部２は、標準画像Ｐ１をそのまま生体組織画像ＰＲ
とし、その後ステップＳＰ２９へ移って画像生成処理手順ＲＴ３を終了する。
【０２０４】
　この結果画像生成装置１は、病理スライドガラス１００における合焦位置が一様でなか
ったとしても、部分ごとの焦点が合った標準画像Ｐ１及び別画像Ｐ２をそれぞれ生成した
上で、鮮明な生体組織画像ＰＲを生成することができる。
【０２０５】
［２－４．動作及び効果］
　以上の構成において、画像生成システム２０では、焦点位置検出装置２１により測定点
ＱＭごとに標準位置Ｚ１又は別位置Ｚ２を検出して焦点情報ＩＦを生成すると共に、気泡
情報ＩＢを生成する。
【０２０６】
　これに応じて画像生成装置１は、各測定点ＱＭの標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２を基に各
撮像点ＱＣの標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２をそれぞれ求めた上で、標準撮像画像ＰＣ１及
び別撮像画像ＰＣ２をそれぞれ生成し、画像処理部１０へ供給する。
【０２０７】
　画像処理部１０は、合成処理部１２により各撮像点ＱＣにおける標準撮像画像ＰＣ１及
び別撮像画像ＰＣ２をそれぞれ繋ぎ合わせる結合処理を行い、標準画像Ｐ１及び別画像Ｐ
２をそれぞれ生成する。
【０２０８】
　続いて画像処理部１０は、標準画像Ｐ１を基に、気泡箇所判別部１３により包埋材１０
３に気泡ＢＢが含まれているか否かを判定する。ここで画像処理部１０は、包埋材１０３
に気泡ＢＢが含まれていた場合、合成処理部１２により標準画像Ｐ１を別画像Ｐ２に置き
換えて生体組織画像ＰＲを生成する。
【０２０９】
　これにより画像生成システム２０は、標準画像Ｐ１の一部が気泡ＢＢの存在により不鮮
明であったとしても、ほぼ全体が鮮明な生体組織画像ＰＲを生成することができる。
【０２１０】
　ところで包埋材１０３に気泡ＢＢが含まれていた場合、当該気泡ＢＢとカバーガラス１
０４又は生体組織１０２との境界面における反射率が比較的高くなる。これに伴い和信号
ＳＳ及び差信号ＳＤの値は、気泡ＢＢが含まれていなかった場合に存在しなかったピーク
やＳ字曲線を形成する（図９（Ａ）及び（Ｂ））。
【０２１１】
　一方、病理スライドガラス１００において、光ビームＬＭは、生体組織１０２内でのみ
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その一部が乱反射され、他の境界面等では殆ど乱反射されることが無い。このため焦点情
報生成装置２では、光ビームＬＭの焦点が生体組織１０２内にあるときのみ、乱反射成分
除去部３４により乱反射成分が除去された第２反射光ビームＬｒ２の光量が、第１反射光
ビームＬｒ１の光量よりも低下する。
【０２１２】
　そこで焦点位置検出装置２１は、和信号ＳＳに対する第２信号の比率を表す一様反射率
ＲＥを判断指標として用いることにより、光ビームＬＭの焦点ＦＭが生体組織１０２内に
ある位置Ｚ、すなわち標準位置Ｚ１又は別位置Ｚ２を確実に検出することができる。
【０２１３】
　特に画像生成装置１は、撮像部８においてＣＭＯＳ型の撮像素子を用いる場合、各画素
からの画像データの読出速度が比較的低いため、当該画像データを用いた焦点調整処理を
行うと合焦処理に多大な時間を要してしまうと考えられる。
【０２１４】
　また撮像レンズ５は、例えばＮＡを０．８とした場合、焦点深度が約１［μｍ］のよう
に極めて短くなる。このため画像生成装置１は、当該撮像レンズ５の焦点が生体組織１０
２に合った画像を生成するべく、実際の病理スライドガラス１００を用いてカバー距離Ｄ
Ｍを測定することが望ましい。
【０２１５】
　これに対し画像生成システム２０では、焦点情報生成装置２１により、実際の病理スラ
イドガラス１００を用いて予め焦点情報ＩＦを生成する。これにより画像生成システム２
０では、画像生成装置１において、画像データの読出速度等に左右されることなく、撮像
レンズ５の焦点を病理スライドガラス１００における生体組織１０２に確実に合わせるこ
とが可能となる。
【０２１６】
　このとき画像生成装置１は、予め各測定点ＱＭについて標準位置Ｚ１又は別位置Ｚ２が
分かっているので、これを基に撮像点ＱＣについての標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２を算出
した上で、撮像レンズ５の焦点を短時間で生体組織１０２に合わせることができる。これ
により画像生成システム２０は、１枚の病理スライドガラス１００について生体組織画像
ＰＲを生成し終えるまでの所要時間を大幅に短縮することができる。
【０２１７】
　また画像生成装置１は、気泡情報ＩＢを基に、気泡ＢＢの有無及び当該気泡ＢＢと包埋
材１０３との境界線のおおよその位置を認識することができる。このため画像生成装置１
は、第１の実施の形態と比較して演算処理負荷を大幅に削減でき、短時間で気泡ＢＢの詳
細な位置を検出できるので、生体組織画像ＰＲを生成し終えるまでの所要時間を大幅に短
縮することができる。
【０２１８】
　さらに画像生成システム２０の画像生成装置１は、他の点についても、第１の実施の形
態における画像生成装置１と同様の作用効果を奏し得る。
【０２１９】
　以上の構成によれば、画像生成システム２０は、焦点位置検出装置２１により測定点Ｑ
Ｍごとに標準位置Ｚ１又は別位置Ｚ２を検出する。画像生成装置１は、各撮像点ＱＣにつ
いて、標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２における標準撮像画像ＰＣ１及び別撮像画像ＰＣ２を
それぞれ繋ぎ合わせることにより、標準画像Ｐ１と別撮像画像ＰＣ２とを生成する。また
画像生成装置１は、包埋材１０３に気泡ＢＢが含まれている部分について、標準画像Ｐ１
を別画像Ｐ２に置き換えて生体組織画像ＰＲを生成する。これにより画像生成システム２
０は、ほぼ全体が鮮明な生体組織画像ＰＲを生成することができる。
【０２２０】
＜３．他の実施の形態＞
　なお上述した第１の実施の形態においては、気泡ＢＢが有るときに撮像レンズ５の焦点
が生体組織１０２に合う位置を別位置Ｚ２とする場合について述べた。
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【０２２１】
　本発明はこれに限らず、当該別位置Ｚ２については、気泡ＢＢが有るときに少なくとも
標準位置Ｚ１よりも撮像レンズ５の焦点が生体組織１０２に合う位置に近づいた位置であ
れば良い。この場合、当該気泡ＢＢがある部分について、少なくとも標準画像Ｐ１よりも
鮮明化された生体組織画像ＰＲを得ることができる。
【０２２２】
　また上述した第１の実施の形態においては、気泡箇所判別部１３により判別された気泡
ＢＢの位置を基に、標準画像Ｐ１及び別画像Ｐ２を合成する場合について述べた。
【０２２３】
　本発明はこれに限らず、例えば第２の実施の形態と同様に、他の検出装置等により検出
された気泡ＢＢの位置を基に、標準画像Ｐ１及び別画像Ｐ２を合成するようにしても良い
。
【０２２４】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、標準画像Ｐ１を基に気泡ＢＢの有無及び
当該気泡ＢＢの位置を検出するようにした場合について述べた。
【０２２５】
　本発明はこれに限らず、別画像Ｐ２を基に気泡ＢＢの有無及び当該気泡ＢＢの位置を検
出するようにしても良い。第２の実施の形態についても同様である。
【０２２６】
　また上述した第１の実施の形態においては、［条件１］～［条件４］の全てを満たす場
合に気泡ＢＢが存在すると判定するようにした場合について述べた。
【０２２７】
　本発明はこれに限らず、例えば［条件１］及び［条件２］を満たす場合等、種々の条件
を単独又は組み合わせて用いることにより気泡ＢＢが存在すると判定するようにしても良
い。
【０２２８】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２がいずれも
既知である場合について述べた。
【０２２９】
　本発明はこれに限らず、標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２の少なくとも一方について、所定
の焦点検出機構等を用いて検出するようにしても良い。
【０２３０】
　さらに上述した第２の実施の形態では、画像生成装置１と焦点情報生成装置２１とが分
離した画像生成システム２０を構成する場合について述べた。
【０２３１】
　本発明はこれに限らず、例えば画像生成装置１に光源３１、対物レンズ３５、第１受光
器４３及び第２受光器４９等を組み込むなどして一体に構成しても良い。
【０２３２】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、焦点情報生成装置２１により、カバー距
離ＤＭを表す焦点情報ＩＦ及び気泡ＢＢの有無を表す気泡情報ＩＢの双方を生成するよう
にした場合について述べた。
【０２３３】
　本発明はこれに限らず、例えば画像生成装置１において気泡情報生成部１３により気泡
ＢＢの位置等を検出する場合に、焦点情報生成装置２１が焦点情報ＩＦのみを生成するよ
うにしても良い。
【０２３４】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、焦点情報生成装置２１の乱反射成分除去
部４４を集光レンズ４５、ピンホール板４６及びコリメータレンズ４７により構成し、第
２反射光ビームＬｒ２に含まれる乱反射成分を除去する場合について述べた。
【０２３５】
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　本発明はこれに限らず、他の種々の光学素子又はその組み合わせにより乱反射成分除去
部を構成し、第２反射光ビームＬｒ２に含まれる乱反射成分を除去するようにしても良い
。
【０２３６】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、標準位置Ｚ１及び別位置Ｚ２をそれぞれ
算出する際、和信号ＳＳに対する第２受光信号Ｓ２の比率を表す一様反射率ＲＥが閾値Ｔ
Ｈ３未満となるときを位置Ｚ３として判別するようにした場合について述べた。
【０２３７】
　本発明はこれに限らず、例えば和信号ＳＳ及び第２受光信号Ｓ２の差分値が所定の閾値
以上となるとき等、和信号ＳＳ及び第２受光信号Ｓ２における様々な相違の度合いを基に
位置Ｚ３を判別するようにしても良い。この場合、ピンホール板３６により散乱光が遮断
され第２受光信号Ｓ２の値が和信号ＳＳの値よりも小さいことを用いて位置Ｚ３を判別で
きれば良い。
【０２３８】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、撮像レンズ５をアクチュエータ６により
Ｚ方向に移動させ、ＸＹステージ４はＺ方向に関し移動させない場合について述べた。
【０２３９】
　本発明はこれに限らず、例えば撮像レンズ５を固定し、ＸＹステージ４の可動ステージ
４ＡをＺ方向にも移動させる（すなわちＸＹＺステージとする）ようにしても良い。要は
、光ビームＬＣの焦点ＦＣの病理スライドガラス１００に対する相対的な位置を、Ｚ方向
に変化させ得れば良い。第２の実施の形態においても同様であり、さらには焦点情報生成
装置２１の対物レンズ３５及びＸＹステージ３０についても同様である。
【０２４０】
　さらに上述した実施の形態においては、病理スライドガラス１００において複数の撮像
点ＱＣを設定する場合について述べた（図１３）。本発明はこれに限らず、例えば撮像装
置３において１回の撮像処理により生体組織１０２の全撮像範囲を撮像できる場合には、
撮像点ＱＣを１箇所のみ設定しても良い。測定点ＱＭについては、撮像点ＱＣと同等以下
の間隔で配置されていれば良い。
【０２４１】
　さらに上述した実施の形態においては、生体組織１０２を撮像対象とする場合について
述べた。本発明はこれに限らず、他の種々の物を撮像対象としても良い。この場合、当該
撮像対象は、光ビームＬＭの一部を乱反射する性質を有していれば良い。これにより焦点
情報生成装置２は、一様反射率ＲＥを基に位置Ｚ３を検出することができる。
【０２４２】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、撮像部としての撮像部８と、焦点移動部
としてのアクチュエータ６及び駆動制御部３と、焦点位置取得部としての統括制御部２と
、撮像制御部としての統括制御部２と、気泡情報取得部としての気泡箇所判別部１３と、
画像生成部としての合成処理部１２とによって画像生成装置としての画像生成装置１を構
成する場合について述べた。
【０２４３】
　しかしながら本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなる撮像部と、焦点移動部と
、焦点位置取得部と、撮像制御部と、気泡情報取得部と、画像生成部とによって画像生成
装置を構成するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０２４４】
　本発明は、気泡が介在する可能性がある撮像対象を撮像して画像を生成する種々の画像
生成装置でも利用できる。
【符号の説明】
【０２４５】
　１……画像生成装置、２……統括制御部、３……駆動制御部、４……ＸＹステージ、５
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……撮像レンズ、６……アクチュエータ、８……撮像部、１０……画像処理部、１１……
記憶部、１２……合成処理部、１３……気泡箇所判別部、２０……画像生成システム、２
１……焦点情報生成装置、２２……統括制御部、２３……駆動制御部、２４……信号処理
部、３０……ＸＹステージ、３５……対物レンズ、３６……アクチュエータ、４１……ビ
ームスプリッタ、４３……第１受光器、４４……乱反射成分除去部、４５……集光レンズ
、４６……ピンホール板、４９……第２受光器、１００……病理スライドガラス、１０１
……スライドガラス、１０２……生体組織、１０３……包埋材、１０４……カバーガラス
、ＱＭ……測定点、ＱＣ……撮像点、ＢＢ……気泡、ＬＭ……光ビーム、Ｌｒ……反射光
ビーム、Ｌｒ１……第１反射光ビーム、Ｌｒ２……第２反射光ビーム、ＦＭ……焦点、Ｓ
１Ａ～Ｓ１Ｄ……第１受光信号、ＳＳ……和信号、ＳＤ……差信号、Ｓ２……第２受光信
号、ＲＥ……一様反射率。

【図１】 【図２】
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